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欠 席 委 員 田村 繁已 

委 員 外 議 員 なし 

事 務 局 職 員 局 長 森山  武  局 次 長 植田 光一 

主査兼議事係長 毛利  元  議 事 係 主 任 萩原真智子 

出 席 説 明 員

市 長 深澤 義彦  副 市 長 羽場 恭一 

教 育 長 尾室 高志  総 務 部 長 浅井 俊彦 

税務・債権管理局長 坂本 宏仁  人権政策局長 武田 敏男 

危機管理局長 乾  秀樹  企画推進部長 高橋 義幸 

経 営 統 轄 監 河井登志夫  市民生活部長 鹿田 哲生 

環 境 局 長 国森加津恵  福 祉 部 長 竹間 恭子 

健康こども部長 橋本 浩之  経済観光部長 平井 圭介 

農林水産部長 田中 英利  都市整備部長 岡  和弘 

下 水 道 部 長 高木 要輔  水道事業管理者 武田 行雄 

病院事業管理者 平野 文弘  会 計 管 理 者 中村 理人 
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会議に付した事件 別紙のとおり 

午前 10 時０分 開会 

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてから議案第 112 号令和２年

度鳥取市病院事業決算認定についてまで（分科会長報告・質疑・討論・採決） 

◆長坂則翁委員長 皆様、おはようございます。 

ただいまから、決算審査特別委員会を開きます。 

初めに、欠席委員について御報告いたします。田村繁已委員より、病気療養のため本日の委員

会を欠席する旨の届け出がありましたので御報告いたします。 
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それでは、議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてから議案第 112

号令和２年度鳥取市病院事業決算認定についてまで、以上５案を一括して議題といたします。 

各分科会の報告を求めます。 

総務企画分科会吉野恭介分科会長。 

〔吉野恭介総務企画分科会長 登壇〕 

◆吉野恭介総務企画分科会長 総務企画分科会での審査の結果を御報告いたします。

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてのうち、本分科会の所管に

属する部分の審査の過程において、各分科員から出されました意見等につきまして述べさせて

いただきます。

まず、地域食堂ネットワーク運営補助金、フードサポート事業費及び子どもの居場所づくり

推進事業費についてであります。

これらの事業は、子供を中心に地域の様々な人々が集う居場所である地域食堂の開設・運営

を行う団体等への支援と地域食堂が継続的、安定的に運営を行うために必要な食材の確保や運

営団体と支援団体が連携し、互いに支え合うネットワークを支援する事業であり、なくてはな

らない取組であります。

この本市の取組は、地域共生社会の実現につながる事業であり、鳥取市モデルといわれるほ

ど、全国的に評価も高く、効果の高いものであると考えます。

そこで、執行部におかれては、引き続き鳥取市地域食堂ネットワークをはじめとする実施団

体を支援し、事業を推進していただくよう求めます。

次に、鳥取市知名度アップ大作戦事業費についてであります。

本事業は、本市の全国的な知名度・認知度の向上により、本市への観光客や移住定住者の増加

を図るとともに、市民自身も、自信と誇りを持てる市民愛着度の向上につなげていくことを目

的としています。

令和２年度は、本市への子育て家族の移住定住を狙い、本市で子育てしている家族を対象と

したワークショップやフォトコンテストを開催し、その写真をポスターにして東京都の豊洲駅

に掲示してシティーセールスを行いました。

 その事業の成果は、メディアへの掲載を広告費に換算した指標で評価されていますが、観光

入込客数、移住定住者数の増や本市の認知度の高まりにつながっていることが明らかとなる指

標の設定も必要と考えます。費用対効果の検証がより明確になるよう求めます。

最後に、中山間地域・地域遊休施設活用支援事業費についてであります。

本事業は、中山間地域の空き家などの遊休施設を新たな地域活性化の拠点として整備し、そ

こで行う交流事業についても併せて支援する事業で、中山間地域の魅力づくりとにぎわいを創

出する効果的な事業であります。

令和２年度は、鹿野の生活改善センターを活性化の拠点として、大阪や鳥取の大学生と人的

交流を進め果樹の里山づくりに活用されました。

執行部におかれては、このような地域資源の活用、関係人口の拡大により移住定住の促進に

つながる取組を積極的に支援し、さらに効果的な事業にしていただくよう求めます。

 以上で本分科会の報告を終わります。
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◆長坂則翁委員長 次に、福祉保健分科会椋田昇一分科会長。 

〔椋田昇一福祉保健分科会長 登壇〕 

◆椋田昇一福祉保健分科会長 福祉保健分科会の審査の結果を御報告いたします。 

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてのうち本分科会の所管に属

する部分、及び議案第 112 号令和２年度鳥取市病院事業決算認定について、以上２案の審査の

過程において各分科員から出されました意見につきまして、述べさせていただきます。 

初めに、市立病院についてであります。 

令和２年度の経常収支は、新型コロナウイルス感染症対策に全面的に協力したことで国から

新型コロナウイルス感染症関連の補助金が得られたことにより６年ぶりの黒字決算となりまし

た。 

コロナ禍で患者数は微減となったものの、専門医の確保や地元開業医との連携強化、循環器

内科の再開など、診療体制の充実を図ったことで診療単価が向上した結果、コロナ関連の収入

を除外した経常収支は令和元年度決算と比較して増収となり、経営改善につながったとの報告

を受け、評価するものです。 

しかしながら、自力での黒字化に向けてはさらなる努力が必要であると考えます。 

引き続き、専門医や看護師、技師などの人員確保に努め、経営改善に向けて努力されるとと

もに、市民の命と健康を守る病院となるよう十分取り組まれることを望みます。 

次に、コミュニケーション支援事業費についてであります。 

時代とともに障がい者の社会参加が進む中、意思疎通を図ることに支障がある方への支援は

大変重要な課題であります。今後、様々な場面で手話通訳や要約筆記などによる意思疎通の支

援に対する需要が高まることが考えられます。 

本市のコミュニケーション支援事業において、研修により手話奉仕員などを養成する取組は

評価するところであります。しかしながら、手話通訳などの人員が限られているために、必要

な時に支援を受けられない状況もあるとのことでした。 

今後も引き続き、支援を必要としている方の現状把握を行い、手話奉仕員などを派遣できる

体制づくりに努め、より充実した支援が広がるよう求めます。 

最後に、健康増進・子育て支援に関する事業についてであります。 

保健所には新型コロナウイルス感染症への対応に尽力いただきながら、集団健診等感染症対

応事業で感染予防を行い、健康診査費において身近な地区公民館、商業施設などでの受診や、

休日健診の実施など働き盛りの世代が健診を受けやすい体制づくり、そして医療機関や地域・

職域と連携して健診の必要性の啓発に努められるなど、受診率向上に向けて取り組まれました。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響もあり受診率は低下しています。 

また、妊娠・出産包括支援事業は、様々な悩みを抱えた母親を孤立させず、安心して妊娠・

出産・育児を行う環境を整え、子育てを支援するものであり、今後ますます制度の利用需要が

増加することも考えられます。 

引き続き、コロナ禍においても市民が健康で安心して暮らすことができるよう、健康増進と

子育てしやすい環境づくりへ向けた制度の充実を進めていただくことを求めます。 

以上で本分科会の報告を終わります。 
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◆長坂則翁委員長 次に、文教経済分科会朝野和隆副分科会長。 

〔朝野和隆文教経済分科会副分科会長 登壇〕 

◆朝野和隆文教経済分科会副分科会長 文教経済分科会での審査の結果を御報告いたします。 

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてのうち、本分科会の所管に

属する部分の審査の過程において各分科員から出されました意見等につきまして、述べさせて

いただきます。 

まず、ＧＩＧＡスクール構想事業費についてであります。 

本事業は本来、令和５年度整備完了予定でしたが、国の方針で大幅に前倒しとなり、令和２

年度中に機器の整備が完了しました。しかし、急激な整備に伴い課題も生じています。 

教職員の研修については、各学校の情報化推進リーダーとなる教員を中心に進められ、知

識・技能の習熟に学校間格差が生じないよう進捗管理に取り組んでいるとのことですが、十分

に習熟が進んでいるとは言えない状況もあります。整備された機器を活用できるよう、さらな

る研修が必要です。また、事前調査に基づいて各家庭のＷｉ－Ｆｉ環境整備に対する助成も行

われましたが、現在も未整備の家庭があります。今後、家庭の実態を把握し、タブレット持ち

帰り時の学習環境に差ができないよう対策を求めます。 

本事業により教育現場のデジタル化が急速に進展しました。しかし、従来から培われてきた

いわゆるアナログ的なやり取りによる教育を軽視することはできません。両者をうまく融合さ

せつつバランスを見極め、本市教育の推進を図られることを期待します。 

次に、砂の美術館管理運営費についてであります。 

令和２年度決算額は、総合プロデューサー料、新型コロナウイルス感染症の影響による入館

者減に伴う維持管理費補填としての指定管理料、施設修繕等の経費が含まれますが、砂の美術

館の持続的な今後の展望を考えると、砂像制作に関わる人材育成が必要と考えます。令和２年

度は新型コロナウイルス感染症の影響により、新規砂像の制作を行うことができませんでした

が、人材育成は執行部、総合プロデューサーともに共通の課題として認識しており、これを機

に砂の美術館の今後について検討された経費もこの決算額に含まれるとのことです。今後も課

題解決に向け検討を進められることを求めます。 

次に、次世代農業推進事業費についてであります。 

県、市、鳥取大学の共同により開発されたらっきょう根葉切り調製機が令和２年度に完成し、

多くの生産者に導入されました。ラッキョウの根葉切りは重労働であるとともに、従事される

「切り子」の人手不足と高齢化は深刻な問題です。導入されたらっきょう根葉切り調整機は、

利用開始間もないこともあって、まだまだ作業効率は根葉切りの熟練者に及ばないところです

が、今後も改良と低価格化に取り組み、生産者や作業従事者の労力軽減を図ることにより、Ｇ

Ｉ認証を受けた砂丘らっきょうの産地を守られるよう支援の継続を求めます。 

以上で、本分科会の報告を終わります。 

◆長坂則翁委員長 次に、建設水道分科会長雲坂衛分科会長。 

〔雲坂 衛建設水道分科会長 登壇〕 

◆雲坂 衛建設水道分科会長 建設水道分科会の審査の結果を報告します。 

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてのうち本分科会の所管に属
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する部分、議案第 109 号令和２年度鳥取市水道事業決算認定について、議案第 110 号令和２年

度鳥取市工業用水道事業決算認定について及び、議案第 111 号令和２年度鳥取市下水道等事業

決算認定について、以上４案の審査の過程において、各分科員から出されました意見等をもと

に、次の３項目を取りまとめました。 

１つ目は、水道事業における災害時の応急給水拠点整備事業についてであります。 

 震災時に飲料水を供給するために、応急給水拠点までのルートを耐震管に布設替えする震災

時応急給水拠点第２次整備が、令和元年度から実施されています。 

しかし、平成29年４月に統合した旧簡易水道地域は、その対象外であり、整備方針が定めら

れていません。 

 現在、避難所と給水所に仮設給水タンクの設置を検討中とのことですが、早急に旧簡易水道

地域の応急給水の整備方針及び計画を策定されるよう求めます。 

 ２つ目は、下水道等事業についてであります。 

 令和２年度も、平成29年策定の鳥取市下水道等事業経営戦略に基づき、浸水対策、管路施設

や処理場施設等の長寿命化対策などに取り組まれたところであります。 

しかし、高度成長期から整備してきた施設が耐用年数を迎えることによる改築更新の大きな

課題がある中、苦情対応や、時代に合った水質管理の必要性が高まっています。 

 今後は、コロナの影響を勘案し５年目となった経営戦略の検証と見直しを早急に行うことは

当然のことながら、ストックマネジメント計画等について、全市的かつ長期的な展望を含める

など、実態に合った見直しを行うよう求めます。 

 ３つ目は、中心市街地活性化に関する取組についてであります。 

 令和２年度は、遊休不動産利活用事業において、リノベーションによる建物の再生及び活用

を通しての中心市街地の魅力向上、また、鳥取駅周辺にぎわい創出事業において、第２期鳥取

駅周辺再生基本構想の策定等を行うなど、中心市街地の活性化に取り組まれております。 

 第３期鳥取市中心市街地活性化基本計画が令和４年度で期限を迎える中、特に、中心市街地

の地価は下落傾向にあり、本市の財源確保の観点からも、遊休不動産のさらなる活用や、ＪＲ

鳥取駅周辺への大規模な投資が期待されています。 

 今後、本市には、国の有利な財源を活用しながら、銀行や民間の投資を呼び込む民間事業者

との具体的な事業づくりを、より積極的に進めることを求めます。 

以上で、本分科会の報告を終わります。 

◆長坂則翁委員長 最後に、本庁舎跡地等活用分科会岡田信俊分科会長。 

〔岡田信俊本庁舎跡地等活用分科会長 登壇〕 

◆岡田信俊本庁舎跡地等活用分科会長 本庁舎跡地等活用分科会での審査の結果を御報告いたし

ます。 

議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてのうち、本分科会の所管に

属する部分の審査の過程において、各分科員から出されました意見等につきまして述べさせて

いただきます。 

 旧本庁舎・第二庁舎跡地活用検討事業費についてであります。 

 令和２年度は、ワークショップ及びストリートミーティングの開催、アンケートの実施や、
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旧本庁舎等跡地活用に関する専門家委員会での協議・検討により、幅広い意見の集約に努めら

れており、評価するものです。 

 これらの取組は、市民の意見を幅広く収集・集約した上で、市が方向性を示していくという

新たな手法であり、今後の行政運営においても大いに参考になるものと考えられます。 

 今後、取組の検証を行うとともに、旧本庁舎・第二庁舎跡地活用策の検討においては、これ

までの意見集約と方向性の絞り込みを踏まえ、全庁横断的に進めるよう求めます。 

以上で、本分科会の報告を終わります。 

◆長坂則翁委員長 以上で、各分科会長の報告を終わります。 

これより、各分科会長の報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

◆長坂則翁委員長 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

岩永安子委員。

◆金田靖典委員 私は議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定について、議案第

109 号令和２年度鳥取市水道事業決算について、反対しますので理由を述べます。 

まず、令和２年度から始まった会計年度任用職員制度です。処遇改善という目的で導入され

ましたが、本市はフルタイムの勤務の保育士や看護師など、わざわざ短時間勤務に切り替えま

した。結果、年間給与が下がった人があるかどうかわからないということで、明確な答弁があり

ませんでした。処遇改善とは名ばかりの制度導入になったことは明らかで、認めることはでき

ません。 

次に、市営住宅の入居の際に連帯保証人の代わりに家賃債務保証業者が使えるようになりま

した。しかし、国は積極的に家賃債務保証業者を使うのではなく、連帯保証人制度そのものをな

くせと言っていることからも、本市が連帯保証人制度を残したことは不適切と考えます。結果、

市民の利便性は図られていません。 

また、市民総合窓口、福祉総合窓口の業務包括委託は、令和２年度も続けられました。職員の

スキルアップの機会を奪うべきではありません。 

議案第 109 号水道事業決算は、生計費非課税の立場から、飲み水に消費税が転嫁されており

反対です。コロナ禍にあって、口径の小さい家庭用の使用量が増えています。つまり、家庭の支

払いが増えて負担になっているわけです。減免制度をつくるべきでした。令和 2 年度の内部留

保は、前年比で約１億 1,000 万円増えているということです。その分、水道料金の減免制度を

つくって、市民の負担軽減を行うべきです。 

以上、反対討論とします。 

◆長坂則翁委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）

◆長坂則翁委員長 ないようでありますので、これで討論を終わります。 

これより、起立により採決いたします。 
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まず、議案第 108 号令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定についてを採決します。 

お諮りします。本案を認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕

◆長坂則翁委員長 起立多数であります。したがって、本案は認定することに決定しました。 

次に、議案第 109 号令和２年度鳥取市水道事業決算認定についてを採決します。 

お諮りします。本案を認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕

◆長坂則翁委員長 起立多数であります。したがって、本案は認定することに決定しました。 

次に、議案第 110 号令和２年度鳥取市工業用水道事業決算認定についてを採決します。 

お諮りします。本案を認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

◆長坂則翁委員長 起立全員であります。したがって、本案は認定することに決定しました。 

次に、議案第 111 号令和２年度鳥取市下水道等事業決算認定についてを採決します。 

お諮りします。本案を認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

◆長坂則翁委員長 起立全員であります。したがって、本案は認定することに決定しました。 

次に、議案第 112 号令和２年度鳥取市病院事業決算認定についてを採決します。 

お諮りします。本案を認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕

◆長坂則翁委員長 起立全員であります。したがって、本案は認定することに決定しました。 

以上で採決を終わります。 

次に、委員会報告についてお諮りします。 

委員会報告の文案作成につきましては、分科会長会議に御一任いただきたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

◆長坂則翁委員長 御異議なしと認めます。 

したがって、そのように決定いたしました。 

委員各位には、熱心な審査をいただき、まことにありがとうございました。皆様方の御協力に

より、審査が無事終了できましたことについて、お礼申し上げます。 

以上で閉会します。 

午前 10 時 29 分 閉会 



 決算審査特別委員会 

日  時  令和３年 10 月４日（月） 

         午前 10 時～ 

場  所  議場 

日     程 

１  開  会 

２ 議案第１０８号 令和２年度 鳥取市歳入歳出各会計決算認定について から

議案第１１２号 令和２年度 鳥取市病院事業決算認定について まで

① 分科会報告 

② 質   疑 

③ 討   論 

④ 採   決 

３  閉  会 


